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不利益処分に関する処分基準 個票 

都市建設部 建築住宅課 

不利益処分の内容 市営住宅入居決定の取消し 

根拠法令等及び条項 栃木市営住宅条例第１０条 

処

分

基

準 

根拠条項 栃木市営住宅条例第９条及び第１０条 

参考事項  

設定等年月日 
平成２２年 ３月２９日設定 

平成２６年 ２月２５日最終変更 

【 基 準 】 

栃木市営住宅条例 

（入居の手続） 

第９条 入居決定者は、前条の規定による入居の決定の通知のあった日から１０日以内

（市長が特別の事情があると認める場合にあっては、市長の指定する日まで）に、次

に掲げる手続をしなければならない。 

(1) 連帯保証人の連署する請書を提出すること。 

(2) 第１２条の規定により敷金を納付すること。 

（入居決定の取消し） 

第１０条 市長は、入居決定者が前条第１項に規定する期間内に同項の手続をしないと

きは、市営住宅の入居の決定を取り消すことができる。 

 

 

  


